
今後の生活道路整備の方向性

• 今後の生活道路整備の方向性として設定した5項目の実現に向けて、「体系的な生活道路網の整備」及び「安全で快適な歩行者・自転車空間の確保」に取り組みます。
• まちづくり基本方針などにおける道路の将来像を的確に捉え、つくる側の目線のみではなく、「つかう目線」を意識した道路の整備を進めていきます。
• 整備に当たっては、杉並らしいみどりや景観、街並み、歴史・文化などにも配慮しながら進めていきます。

将来の道路網

• 区では将来の道路網として、幹線道路、生活道路（主要生活道路など）の道路の機能ごとに、図や表のように分類して配置する計画とします。

項目 方向性

防災性 災害に強く安全で安心し
て暮らせる道路の整備

災害に強く安全で安心して暮らせるまちづくりを実現するために、災害時の避難・救急活動
の軸となる防災性を向上させる道路の整備を進めていきます。

安全性
歩行者と自転車が安全で
快適に利用できる道路の
整備

歩行者と自転車を分離する空間の確保や通学路の安全対策を進めていきます。また、電動
キックボードなどの新たな交通手段にも対応する、安全で快適に利用できる道路の整備を進
めていきます。

円滑性 円滑に走行・通行できる
道路の整備

地域内移動に必要な道路（バス路線など）の整備により、車両が円滑に走行できる道路の整
備を進めていきます。また、バリアフリー化を進めるとともに、誰もが円滑に通行できる道
路の整備を進めていきます。

利便性 駅や公共施設などにつな
がる道路の整備

駅や公共施設等につながる道路の整備により、交通結節点や公共施設などの利便性を向上さ
せ、魅力あるまちづくりに貢献する道路の整備を進めていきます。また、地域住民の日常生
活や社会生活における移動、観光客などの来訪者が快適に利用できる地域公共交通のための
道路の整備を進めていきます。

住環境 住環境を向上させる道路
の整備

住宅都市としての魅力を更に高めるため、無電柱化やグリーンインフラなどの緑化による景
観への配慮など住環境を向上させる道路の整備を進めていきます。
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体系的な生活道路網の整備

（１）主要生活道路の整備

（２）主要区画道路の整備

（３）区画道路の整備（狭あい道路の拡幅整備）

安全で快適な歩行者・自転車空間の確保

（１）人にやさしい道づくり

（２）歩行者空間の整備

（３）自転車走行空間の確保

すぎなみの道づくり【身近な道の整備方針】（案）の概要
改定の概要

• 「すぎなみの道づくり【身近な道の整備方針】」は、「杉並区まちづくり基本方針（杉並区都市計画マスタープラン）」（以下「まちづくり基本方針」という。）における道路整備方針を具体化し、体系的な道路
網整備を計画的に進めるとともに、安全で快適な歩行者・自転車空間を確保していくことを目的としています。

• 防災機能向上の必要性の高まりや、車中心から人中心の道づくりへの転換など、道路整備を取り巻く社会経済環境が変化していることなどを踏まえて方針を改定します。
• 方針期間は、概ね20年後の未来を展望しながらも、まちづくり基本方針との整合を図るため、令和８年度（2026年度）から令和12年度（2030年度）までとします。
• 道路の現状と課題を把握し、道路の役割を区分して、将来の道路網を設定するとともに、今後の生活道路整備の方向性を整理しました。また、主要生活道路について、防災性や安全性の観点から拡幅の必要性が高
い道路を「重点路線」として定めるとともに、現状の幅員で早期に安全対策を行う必要性が高い「安全対策路線」の路線選定の考え方を整理しました。

• 区民に身近な生活道路に係る方針として、名称を「すぎなみの道づくり（道路整備方針）」から「すぎなみの道づくり【身近な道の整備方針】」に改めました。

図 杉並区の道路分類

図 体系的な道路網の構成 表 道路の段階別機能



（１）主要生活道路の整備

• 主要生活道路は、幹線道路を補助し、幹線道路で囲まれた地区内の自動車交通のサービスを受け持つ道
路であるとともに、歩行者・車いす等が安全に通行できる道路としています。

• 主要生活道路の計画幅員は、一方通行路、バス路線、自転車ネットワーク路線、通学路などの各道路の
特性や医療機関、避難所などの地域の状況から、８～13mの範囲で設定します。

• 歩行者・自転車に安全な道路とする必要があることから、車道の両側に歩道及び自転車通行空間を設け
ることを基本とします。

• 防災性・安全性を向上させる指標などから道路拡幅の必要性が高い路線を「重点路線」として定め、公
共施設の建替えやまちづくりの取組と連携し、沿道関係者や事業者の協力を得ながら整備を推進してい
きます。

図 主要生活道路の重点路線

主要生活道路の重点路線

図 重点路線の選定方法

主要生活道路の安全対策路線

• 主要生活道路の拡幅整備は期間を要します。このため、事故密度の高い路線を安全対策路線として定
め、交通安全対策を実施します。

• 安全対策を計画的かつ重点的に推進するため、交通事故データを基に事故密度の高い路線を抽出し、
安全対策路線を選定した上で対策を進めていきます。

• 主要区画道路の整備は、関連する基盤整備事業を契機に、その機会を捉えて整備を進めていきます。

（２）主要区画道路の整備

（３）区画道路の整備（狭あい道路の拡幅整備）

• 区では、首都直下地震に備え、地域の防災・減災機能を向上させるため、狭あい道路拡幅整備を推進
します。

体系的な生活道路網の整備 安全で快適な歩行者・自転車空間の確保
（１）人にやさしい道づくり

• 従来の通行機能に加え、賑わい空間の創出、安全・安心、新たなモビリティ通行への対応など、道路
の特性に応じた人中心の道づくりを進めます。

• 道路基盤等の整備と連携して、健康増進に寄与し、区内を楽しく、分かりやすく回遊することができ
る、誰にとっても魅力的で居心地が良く出かけたくなる歩行者空間の整備を図ります。

• 遮熱性舗装や透水性舗装、道路の緑化、グリーンインフラを活用した整備を進めるなど環境に配慮し
た道路整備に取り組みます。

（２）歩行者空間の整備

• 路側帯のカラー舗装や道路反射鏡、防護柵等の交通安全施設を設置し、安全な歩行者空間を整備します。
• ビッグデータなどを活用して、潜在的な危険箇所に効果的な対策を実施する「予防型」の安全対策に取
り組みます。

• 歩行者等の安全な道路環境をつくるため、交通管理者（警察）や地域住民と協力して、「ゾーン３０」
や「ゾーン３０プラス」による対策の実施について検討します。

（３）自転車走行空間の確保

• 令和６年度（2024年度）に再構築した自転車ネットワーク路線に基づき、自転車ナビラインなどの路面
標示の整備を進めます。

• 自転車ネットワーク路線については、自転車専用通行帯（自転車レーン）などの整備を検討します。
• 自転車に関する事故の発生場所や要因等を分析することにより、優先度の高いより効果的な交通安全対
策を実施します。

透水性舗装

遮熱性舗装
雨庭

取組の例

無電柱化
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